
（農林水産省29－⑯）

基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

‐ 1,169万人 1,239万人 1,309万人 1,379万人

1,099万人 1,126万人 1,187万人 　 　

測定指標 基準値

ア
グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿
泊者数及び訪日外国人旅行者数

1,099万人 平成27年度

政策に関係する内閣の重要政策

食料・農業・農村基本計画（平成27年3月31日）
　第３　３　（３）多様な分野との連携による都市農村交流や農村への移住・定住等
我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画（平成23年10月25日）
　Ⅲ　戦略２　（２）消費者との絆の強化
農林水産業・地域の活力創造プラン（平成28年11月29日改訂）
　Ⅲ．７．人口減少社会における農山漁村の活性化
　　　　②　福祉、教育、観光、まちづくりと連携した都市と農山漁村の交流等の推進による魅力ある農山漁村づくり
　　　　④　消費者や住民のニーズを踏まえた都市農業の振興
攻めの農林水産業推進本部とりまとめ（重点事項）（平成25年12月）
　４.　重点事項10　⑤グリーン・ツーリズムの推進
                           ⑦消費者や住民のニーズを踏まえた都市農業の振興
明日の日本を支える観光ビジョン（平成28年3月30日）
未来投資戦略2017（平成29年6月9日閣議決定）
　第2-Ⅲ-2-(2)-ⅰ)-③経営体の育成・確保のための環境整備
　第2-Ⅲ-3-(2)-ⅰ)-①-ｵ）滞在型農山漁村の確立・形成
　第2-Ⅲ-3-(2)-ⅰ)-①-ｶ ）古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進
経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年6月9日閣議決定）
　第2章-4-(2)攻めの農林水産業の展開
　第2章-4-(4)地域の活性化

1,450万人

政策の概要
【施策の概要】

政策評価
実施予定時期

平成31年８月

施策（１） 都市と農村の交流等

目標値

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

　国民の農業・農村に対する理解と関心を深め、多様な人材を取り込むとともに、国民が豊かさを実感することができる社会の構築に貢献する観点から、都市農村交流や農村への移住・定住の促進を図る必要がある。
　このため、多様な分野との連携を深めるとともに、移住・定住へと発展させていくために、都市と農村の交流を促進する。

目標①
【達成すべき目標】

平成32年度

平成29年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

政策分野名
【施策名】

多様な分野との連携による都市農村交流や農村への移住・定住等 担当部局名
農村振興局
　【農村振興局都市農村交流課】

　国民の農業・農村に対する理解と関心を深め、多様な人材を取り込むとともに、国民が豊かさを実感することができる社会
の構築に貢献する観点から、都市農村交流や農村への移住・定住の促進、都市農業の振興を図る必要がある。
　このため、農業を軸に多様な分野との連携を深めるとともに、移住・定住へと発展させていくために、都市と農村の交流を
促進する。また、都市農業の振興を図るため、都市農業の持つ機能・効果に対する都市住民の理解を促進する。

政策評価体系上の
位置付け

農村の振興（産業、農村機能）

年度ごとの目標値

年度ごとの実績値

国民及び訪日外国人旅行者のグリーン・ツーリズム（注１）の潜在需要への強化

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

　都市と農山漁村の交流人口を拡大することにより、農村地域においては経済的効果、高齢者の生きがいづくりや女性の活躍の場
の創出などの社会的効果があるとともに、都市住民に対しては、農村滞在や定住及び二地域居住に係る潜在的な願望が実現される
こと、また、今後、訪日外国人旅行者数が増加することが予想されることから、国内の交流人口及び外国人の交流人口の合計数を増
加させることを目標とした。
　国内の交流人口については、「グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数」を、外国人の交流人口については、「農山漁村に滞
在した訪日外国人旅行者数」の増加を目標とし、両者の合計を目標値として設定した。
　なお、目標値は、グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数については、平成27年度の実績を基に、「農山漁村に関する世論調
査」（平成26年　内閣府）を用いて、国民のグリーン・ツーリズムの潜在需要人口を推計することにより算出し、また、農山漁村に滞在
した訪日外国人旅行者数については、平成27年度の実績を基に、「訪日外客数」（日本政府観光局）及び「訪日外国人の消費動向
平成27年　年次報告書」（観光庁）を用いて、訪日外国人旅行者におけるグリーン・ツーリズムの潜在需要を推計した。
　なお、平成３１年度までの各年度においては、目標を達成するために、毎年度一定数で「グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者
数及び訪日外国人旅行者数」を増加させることとした。
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基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

肯定的評
価の割合

60%

肯定的評
価の割合

62%

肯定的評
価の割合

64%

肯定的評
価の割合

66%

肯定的評
価の割合

68%

59% 60% 64%

26年度
[百万円]

27年度
[百万円]

28年度
[百万円]

(1)
農山漁村滞在型余暇活動のための
基盤整備の促進に関する法律
（平成６年）

‐ ‐ ‐ (1)-①-ア ‐

(2)

農山漁村の活性化のための定住等
及び地域間交流の促進に関する法
律
（平成19年）

‐ ‐ ‐ (1)-①-ア ‐

(3)
観光園の整備による観光旅客の来
訪及び滞在の促進に関する法律
（平成20年）

‐ ‐ ‐ (1)-①-ア ‐

(4)
市民農園整備促進法
（平成２年）

‐ ‐ ‐ (2)-①-ア ‐

(5)
特定農地貸付けに関する農地法等
の特例に関する法律
（平成元年）

‐ ‐ ‐ (2)-①-ア ‐

(6)
都市農業振興基本法
（平成27年）

‐ ‐ ‐ (2)-①-ア ‐

(7)

農山漁村振興交付金
（平成28年度）
（関連：29-
3,7,8,12,14,15,17,18,19,22）

‐ ‐

7,326
の内数
(7,011

の内数)

(1)-①-ア 0200

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

　新鮮な農産物の供給、農作業体験の場や防災空間の確保等、都市農業が有する多様な機能の発揮のため、都市農業の振興に向けた取組を推進する必要がある。
　このため、都市農業の有する機能・効果に対する都市住民の理解の促進を図る。

施策（２）

　都市農業の安定的な継続を図るとともに、多様な機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資するもの。
　都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能
の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に寄与する。

肯定的評
価の割合

52%

‐

10,060
の内数

‐

29年度
当初予算額

[百万円]

‐

政策手段の概要等

平成32年度

関連する
指標

　市民農園を開設する場合の農地法等の特例を規定し、趣味的な利用を目的とした都市住民等への農地の貸付けを可能とするもの。
　市民農園の整備を適正かつ円滑に推進することにより、身近な農業体験や農家と都市住民の交流の場の提供に寄与し、もって都市住
民に対する都市農業の理解の促進に寄与する。

‐

　都市農業振興基本法第３条において、都市農業の振興に関する施策は、幅広い国民の都市農業の有する多様な機能についての
理解の下に推進されなければならないと規定されている。このため、都市農業について国民の理解が得られていることを確認し得る
指標として、「地産地消による新鮮で安全な食料の供給」、「身近な農業体験・交流活動の場の提供」、「防災空間の確保」について
の意識・意向調査を選定した。
　
　都市農業についての国民の理解は、必ずしも短期間で得られるものではないことから、毎年度、2％ずつ増加することを見込んで、
平成32年度において、都市住民のおよそ3人に2人の理解が得られることとして、70%を設定した。
　また、目標年度については、食料・農業・農村基本計画が、10年程度先を見通して定められていることから、平成32年度とした。

【コンパクトシティの形成において、多様な機能を有する都市農地は、良好な市街地環境を形成する観点から、その保全・活用を図
ること等が必要とされている。都市農業についての幅広い国民の理解の高まりは、コンパクトシティの形成促進に寄与するものであ
る。】

平成29年行政事業レビュー
事業番号

　農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流等を推進する取組、農福連携を推進する取組、地域資源を活
用した所得の向上や雇用の増大に向けた取組、「農泊」を推進する取組、農山漁村における定住等を図るための取組等を総合的に支援
することにより、国民のグリーン・ツーリズムの潜在需要への対応強化に寄与する。

　特定農地貸付けに加え市民農園施設の整備を促進するため、都市計画法等の特例を規定し、健康的でゆとりのある国民生活の確保、
良好な都市環境の形成と農村地域の振興に資する。
　市民農園の整備を適正かつ円滑に推進することにより、身近な農業体験や農家と都市住民の交流の場の提供に寄与し、もって都市住
民に対する都市農業の理解の促進に寄与する。

‐

　観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在を促進するための地域における創意工夫を生かした主体的な取組を総合的かつ一体的
に推進するため、観光圏整備計画を作成し、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成による農山漁村地域の活性化に資する。
　国際競争力の高い魅力ある観光地の形成による農山漁村地域の活性化及び都市と農山漁村の共生・対流を推進することにより、国民
のグリーン・ツーリズムの潜在需要への対応強化に寄与する。

ア

都市住民を対象とした都市農業に対
する意識・意向調査

【ＡＰ改革項目関連：社会資本整備
等分野①】

肯定的評
価の割合

70%

　農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するため、生産基盤及び施設、生活環境施設、地域間交流のた
めの施設の整備を促進し、農山漁村の活性化に資する。
　農山漁村の活性化に関する計画に基づく地域独自の新たな取組が進展することにより、国民のグリーン・ツーリズムの潜在需要への対
応強化に寄与する。

目標①
【達成すべき目標】

都市及びその周辺の地域における農業の振興

都市住民に対する都市農業の理解の促進

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠目標値
年度ごとの実績値

政策手段
（開始年度）

予算額計（執行額）

‐
　農山漁村滞在型余暇活動のための基盤の整備を促進し、ゆとりある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に資する。
　農林漁業体験民宿業の登録制度等を実施することにより、国民のグリーン・ツーリズムの潜在需要への対応強化に寄与する。

年度ごとの目標値

測定指標

平成23年度

基準値
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(8)

都市農業機能発揮対策事業
（平成27年度）
（主）

【ＡＰ改革項目関連：社会資本整備
等分野①】

‐
191

(179)
191

(143)
(2)-①-ア 0206

(9)

特定の交換分合により土地等を取得
した場合の課税の特例（農住組合関
係）
（昭和56年度）

<0>
(<0>)

<0>
(<0>)

<0>
(<0>)

(2)-①-ア ‐

(10)

都市農地が公共収用等のために譲
渡される場合の納税猶予等の継続
の特例
（平成26年度）

<426>
(<44,679
の内数>)

<389>
(<44,416
の内数>)

<388> (2)-①-ア ‐

3,030
<20,671>

641
<19,179>

2,339
<18,385>

565
<18,727>

（注１）「予算額計」欄及び「29年度当初予算額」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

（注２）当該政策分野に対応する予算の項に位置付けられている予算事業については、「政策手段」の欄に、「主」と記載している。
　　　　また、予算事業が複数の政策分野に関係する場合には、「政策手段」の欄に、関係する政策分野の番号を記載している。

（注３）複数政策に関連する予算については、＜＞外書きで記載している。

政策の予算額[百万円]
203

<19,560>

（注４）「政策の執行額」欄について、政策評価の対象とはしていないが特定の政策に位置付けられるものについても計上している。

<‐>

（租税特別措置法第65条の10）
　法人が、農住組合法による交換分合により交換取得資産を取得した場合、圧縮限度額の範囲でその帳簿価格を損金経理により減額し
たときは、その減額した金額に相当する金額を損金算入することができる制度。
　本措置において、市民農園等「農」の営みを体験する場を都市住民に提供すること等を促進することにより、都市住民に対する都市農
業の理解の促進に寄与する。

<‐>

（租税特別措置法第70条の4第15項の一部、第16項、第70条の6第19項の一部、第20項）
　三大都市圏特定市において、公共収用等のために納税猶予の適用農地を譲渡する場合、譲渡後新たに取得する宅地化農地等や、相
続時に納税猶予を適用しなかった農地等であっても、譲渡後1年以内に生産緑地指定等を完了すれば、納税猶予の継続を認める制度。
　本措置において、市民農園等「農」の営みを体験する場を都市住民に提供すること等を促進することにより、都市住民に対する都市農
業の理解の促進に寄与する。

政策の執行額[百万円]

160

　都市農業が多様な機能を発揮していけるよう、都市農業の振興に向けた調査・検討等を進めるとともに、都市農業の新たな取組である
福祉農園について、先進事例の創出等を推進するための取組を支援。
　本事業において、都市農業に関する制度等について即地的、実証的に調査・検討を実施することにより、都市農業の理解の促進に寄
与する。

【コンパクトシティの形成において、多様な機能を有する都市農地は、良好な市街地環境を形成する観点から、その保全・活用を図ること
等が必要とされている。都市農業についての幅広い国民の理解の高まりは、コンパクトシティの形成促進に寄与するものであり、本事業を
通じて都市農業に対する国民の理解を押し上げる効果が見込まれる。】
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　 農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。農産物直売所等での地元農林水産物の購入など日帰りを中心としたものから、農林漁家民宿等での短期～
長期の宿泊滞在を通じた農林水産業・農山漁村体験まで様々なタイプの都市農山漁村交流を幅広く含むもの。

農林業センサス、漁業センサス、訪日外客数及び農村振興局調査により把握。

達成度合の判定方法

達成度合＝当該年度実績値／当該年度目標値×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

指標（ア）

指標（ア）

参考資料

１．各指標における実績値の把握方法及び達成度合の判定方法

達成度合＝（当該年度実績値－基準値）／（当該年度目標値－基準値）×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

施策（１） 目標①

注１

把握の方法 都市農業・都市農地に関するアンケート調査（農村振興局都市農村交流課都市農業室）により把握。

グリーン・ツーリズム

２．用語解説

把握の方法

達成度合の判定方法

施策（２） 目標①
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